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事
項
名

担
当
府
省
等

農
林
水
産
省

【
契
約
期
間
】

　
平
成
2
6
年
1
1
月
か
ら
平
成
3
2
年
3
月
ま
で
の
5
年
5
か
月
間

木
材
流
通
統
計
調

査
の
う
ち
木
材
価

格
統
計
調
査

【
業
務
の
概
要
及
び
入
札
の
対
象
範
囲
】

　
 調
査
関
係
用
品
の
印
刷
、
調
査
票
の
送
付
・
回
収
・
受
付
、
督
促
、
照
会
対

応
、
個
票
審
査
、
集
計
、
統
計
表
の
作
成
に
係
る
業
務

農
林
水
産
省

【
契
約
期
間
】

　
平
成
2
5
年
1
1
月
か
ら
平
成
2
9
年
1
月
ま
で
の
3
年
3
か
月
間

農
業
物
価
統
計
調

査

【
業
務
の
概
要
及
び
入
札
の
対
象
範
囲
】

　
 調
査
員
の
確
保
・
指
導
、
調
査
関
係
用
品
の
印
刷
、
調
査
票
の
配
布
・
回

収
・
受
付
、
督
促
、
照
会
対
応
、
個
票
審
査
、
集
計
に
係
る
業
務

牛
乳
乳
製
品
統
計

調
査

【
業
務
の
概
要
及
び
入
札
の
対
象
範
囲
】

　
 調
査
関
係
用
品
の
印
刷
、
調
査
票
の
配
布
・
回
収
・
受
付
、
督
促
、
照
会
対

応
、
個
票
審
査
、
集
計
、
統
計
表
の
作
成
に
係
る
業
務

農
林
水
産
省

【
契
約
期
間
】

　
平
成
2
5
年
1
1
月
か
ら
平
成
2
9
年
1
月
ま
で
の
3
年
3
か
月
間

生
鮮
野
菜
価
格
動

向
調
査

【
業
務
の
概
要
及
び
入
札
の
対
象
範
囲
】

　
 調
査
対
象
の
選
定
、
調
査
関
係
用
品
の
印
刷
、
調
査
票
の
配
布
・
回
収
・
受

付
、
督
促
、
照
会
対
応
、
個
票
審
査
、
集
計
、
統
計
表
の
作
成
に
係
る
業
務

農
林
水
産
省

【
契
約
期
間
】

　
 平
成
2
5
年
1
1
月
か
ら
平
成
2
9
年
2
月
ま
で
の
3
年
4
か
月
間

民
間
給
与
実
態
統

計
調
査

【
業
務
の
概
要
及
び
入
札
の
対
象
範
囲
】

　
 調
査
関
係
用
品
の
印
刷
、
調
査
票
の
送
付
・
回
収
・
受
付
、
督
促
、
照
会
対

応
、
個
票
審
査
、
デ
ー
タ
入
力
に
係
る
業
務

財
務
省

【
契
約
期
間
】

　
平
成
2
6
年
9
月
か
ら
平
成
3
0
年
6
月
ま
で
の
3
年
1
0
か
月
間

就
労
条
件
総
合
調

査

【
業
務
の
概
要
及
び
入
札
の
対
象
範
囲
】

　
 調
査
関
係
用
品
の
印
刷
、
調
査
票
の
送
付
・
回
収
・
受
付
、
督
促
、
照
会
対

応
、
個
票
審
査
、
デ
ー
タ
入
力
に
係
る
業
務

厚
生
労
働
省

【
契
約
期
間
】

　
平
成
2
6
年
9
月
か
ら
平
成
2
9
年
3
月
ま
で
の
2
年
7
か
月
間（
別
表
）
新
プ
ロ
セ
ス
移
行
事
業
一
覧

○
　
 下
記
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
基
本
方
針
第
２
章
第
５
節
３
．
⑥
に
定
め
る
新
プ
ロ
セ
ス
へ
移
行
の
上
、
民

　
 間
競
争
入
札
を
実
施
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
原
則
と
し
て
下
記
の
措
置
の
内
容
等
の
と
お
り
と
す
る
。

１
．
統
計
調
査
関
連
業
務

措
置
の
内
容
等

科
学
技
術
研
究
調

査

【
業
務
の
概
要
及
び
入
札
の
対
象
範
囲
】

　
 調
査
関
係
用
品
の
印
刷
、
調
査
票
の
送
付
・
回
収
（
督
促
）
、
照
会
対
応
（
記

入
指
導
等
）
に
係
る
業
務

総
務
省

【
契
約
期
間
】

　
平
成
2
6
年
4
月
か
ら
平
成
2
8
年
1
2
月
ま
で
の
2
年
9
か
月
間

事
項
名

担
当
府
省
等

事
項
名

担
当
府
省
等

経
済
産
業
省
企
業

活
動
基
本
調
査

【
業
務
の
概
要
及
び
入
札
の
対
象
範
囲
】

 　
調
査
関
係
用
品
の
印
刷
、
調
査
票
の
送
付
・
回
収
・
受
付
、
督
促
、
照
会
対

応
、
個
票
審
査
、
集
計
に
係
る
業
務

経
済
産
業
省

【
契
約
期
間
】

　
 平
成
2
7
年
4
月
か
ら
平
成
3
0
年
3
月
ま
で
の
3
年
間

都
市
公
園
の
維
持

管
理
業
務

【
契
約
期
間
】

　
 平
成
2
7
年
1
月
か
ら
平
成
3
1
年
1
月
ま
で
の
4
年
1
か
月
間

国
土
交
通
省

【
入
札
等
の
対
象
官
署
・
事
業
所
の
数
・
所
在
地
】

　
 都
市
公
園
法
第
2
条
第
1
項
第
2
号
ロ
に
規
定
す
る
公
園
（
4
か
所
）

２
．
公
物
管
理
等
業
務

措
置
の
内
容
等

都
市
公
園
の
維
持

管
理
業
務

【
契
約
期
間
】

　
 平
成
2
7
年
1
月
か
ら
平
成
3
1
年
1
月
ま
で
の
4
年
1
か
月
間

内
閣
府

【
入
札
等
の
対
象
官
署
・
事
業
所
の
数
・
所
在
地
】

　
 都
市
公
園
法
第
2
条
第
1
項
第
2
号
ロ
に
規
定
す
る
公
園
（
国
営
沖
縄
記
念
公

園
）

「
湯
島
地
方
合
同
庁

舎
」
の
管
理
・
運
営

業
務

【
契
約
期
間
】

　
 平
成
2
6
年
4
月
か
ら
平
成
2
9
年
3
月
ま
で
の
3
年
間

財
務
省

【
入
札
等
の
対
象
官
署
・
事
業
所
の
数
・
所
在
地
】

　
 「
湯
島
地
方
合
同
庁
舎
」
（
東
京
都
）

３
．
施
設
管
理
・
運
営
業
務
及
び
研
修
関
連
業
務

措
置
の
内
容
等

自
治
大
学
校
及
び

消
防
大
学
校
の
運

営
等
業
務

【
契
約
期
間
】

　
平
成
2
5
年
4
月
か
ら
平
成
2
8
年
3
月
ま
で
の
3
年
間

総
務
省

【
入
札
等
の
対
象
官
署
・
事
業
所
の
数
・
所
在
地
】

　
「
自
治
大
学
校
」
（
東
京
都
）
、
「
消
防
大
学
校
」
（
東
京
都
）
の
2
か
所

情
報
通
信
政
策
研

究
所
の
管
理
・
運
営

業
務

【
契
約
期
間
】

　
平
成
2
7
年
4
月
か
ら
平
成
3
0
年
3
月
ま
で
の
3
年
間

総
務
省

【
入
札
等
の
対
象
官
署
・
事
業
所
の
数
・
所
在
地
】

　
「
情
報
通
信
政
策
研
究
所
」
（
東
京
都
）

内
水
面
漁
業
生
産

統
計
調
査

【
業
務
の
概
要
及
び
入
札
の
対
象
範
囲
】

　
 調
査
員
の
確
保
・
指
導
、
調
査
関
係
用
品
の
印
刷
、
調
査
票
の
送
付
・
回

収
・
受
付
、
督
促
、
照
会
対
応
、
個
票
審
査
、
集
計
、
統
計
表
の
作
成
に
係
る
業

務
農
林
水
産
省

【
契
約
期
間
】

　
平
成
2
6
年
1
1
月
か
ら
平
成
3
1
年
8
月
ま
で
の
4
年
1
0
か
月
間

59



「
税
務
大
学
校
和
光

校
舎
」
の
管
理
・
運

営
業
務

【
契
約
期
間
】

　
 平
成
2
7
年
4
月
か
ら
平
成
3
2
年
3
月
ま
で
の
5
年
間

財
務
省

国
土
交
通
省
施
設

の
運
営
等
業
務

【
契
約
期
間
】

　
 平
成
2
6
年
4
月
か
ら
平
成
2
9
年
3
月
ま
で
の
3
年
間

国
土
交
通
省

【
入
札
等
の
対
象
官
署
・
事
業
所
の
数
・
所
在
地
】

 　
「
中
央
合
同
庁
舎
第
3
号
館
」
（
東
京
都
）
、
「
中
央
合
同
庁
舎
第
2
号
館
の
国

土
交
通
省
が
所
管
す
る
設
備
」
（
東
京
都
）

「
目
黒
地
区
」
及
び

「
十
条
地
区
」
に
係

る
施
設
の
管
理
・
運

営
業
務

【
契
約
期
間
】

　
 平
成
2
6
年
4
月
か
ら
平
成
2
9
年
3
月
ま
で
の
3
年
間

防
衛
省

【
入
札
等
の
対
象
施
設
（
地
区
）
の
数
・
所
在
地
】

　
 「
目
黒
地
区
」
（
東
京
都
）
、
「
十
条
地
区
」
（
東
京
都
）

「
経
済
産
業
省
庁

舎
」
の
管
理
・
運
営

業
務

【
契
約
期
間
】

　
平
成
2
6
年
4
月
か
ら
平
成
2
9
年
3
月
ま
で
の
3
年
間

経
済
産
業
省

【
入
札
等
の
対
象
官
署
・
事
業
所
の
数
・
所
在
地
】

　
「
経
済
産
業
省
庁
舎
」
（
東
京
都
）

「
特
許
庁
庁
舎
」
の

管
理
・
運
営
業
務

【
契
約
期
間
】

　
平
成
2
6
年
4
月
か
ら
平
成
2
9
年
3
月
ま
で
の
3
年
間

経
済
産
業
省

【
入
札
等
の
対
象
官
署
・
事
業
所
の
数
・
所
在
地
】

　
 「
特
許
庁
庁
舎
」
（
東
京
都
）

「
中
央
合
同
庁
舎
第

1
号
館
」
及
び
「
三
番

町
共
用
会
議
所
」
の

管
理
・
運
営
業
務

【
契
約
期
間
】

　
平
成
2
6
年
4
月
か
ら
平
成
2
9
年
3
月
ま
で
の
3
年
間

農
林
水
産
省

【
入
札
等
の
対
象
官
署
・
事
業
所
の
数
・
所
在
地
】

　
「
中
央
合
同
庁
舎
第
1
号
館
」
（
東
京
都
）
及
び
「
三
番
町
共
用
会
議
所
」
（
東
京

都
）
の
2
か
所

「
農
林
水
産
研
修

所
」
の
管
理
・
運
営

業
務

【
契
約
期
間
】

　
平
成
2
5
年
4
月
か
ら
平
成
2
8
年
3
月
ま
で
の
3
年
間

農
林
水
産
省

【
入
札
等
の
対
象
官
署
・
事
業
所
の
数
・
所
在
地
】

　
「
農
林
水
産
研
修
所
」
（
東
京
都
）

「
大
手
町
合
同
庁
舎
3

号
館
」
、
「
東
京
国
税

局
が
管
理
す
る
管
内

の
単
独
庁
舎
7
2
施
設

及
び
合
同
庁
舎
7
施

設
」
、
「
国
税
庁
事
務

管
理
セ
ン
タ
ー
」
、
「
鑑

定
官
室
鑑
定
指
導

室
」
、
「
光
が
丘
資
料

セ
ン
タ
ー
」
等
の
管

理
・
運
営
業
務

【
契
約
期
間
】

　
 平
成
2
6
年
4
月
か
ら
平
成
3
1
年
3
月
ま
で
の
5
年
間

財
務
省

【
入
札
等
の
対
象
官
署
・
事
業
所
の
数
・
所
在
地
】

　
 大
手
町
合
同
庁
舎
3
号
館
（
東
京
都
）
、
東
京
国
税
局
が
管
理
す
る
管
内
（
千

葉
県
、
東
京
都
、
神
奈
川
県
及
び
山
梨
県
）
の
単
独
庁
舎
7
2
施
設
及
び
合
同

庁
舎
7
施
設
、
国
税
庁
事
務
管
理
セ
ン
タ
ー
（
埼
玉
県
）
、
鑑
定
官
室
鑑
定
指
導

室
（
東
京
都
）
、
光
が
丘
資
料
セ
ン
タ
ー
（
東
京
都
）
等

【
入
札
等
の
対
象
官
署
・
事
業
所
の
数
・
所
在
地
】

 　
「
税
務
大
学
校
和
光
校
舎
」
（
埼
玉
県
）

事
項
名

担
当
府
省
等

事
項
名

担
当
府
省
等

（
独
）
日
本
貿
易
振

興
機
構
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
シ
ス
テ
ム
運
用
管

理
業
務

経
済
産
業
省

事
項
名

担
当
府
省
等

事
項
名

担
当
府
省
等

５
．
行
政
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
関
連
業
務

措
置
の
内
容
等

【
契
約
期
間
】

　
 平
成
2
7
年
4
月
か
ら
平
成
2
9
年
3
月
ま
で
の
2
年
間

（
独
）
日
本
貿
易
振

興
機
構
の
見
本
市
・

展
示
会
情
報
総
合

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
管

理
・
運
営
業
務

【
業
務
の
概
要
及
び
入
札
の
対
象
範
囲
】

　
 国
内
外
で
開
催
さ
れ
る
見
本
市
の
デ
ー
タ
収
集
、
見
本
市
・
展
示
会
情
報
総

合
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
J
-
m
e
ss
e
内
の
見
本
市
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
管
理
・
運
営
等
業

務
経
済
産
業
省

７
．
独
立
行
政
法
人
の
業
務

措
置
の
内
容
等

（
独
）
経
済
産
業
研

究
所
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
シ
ス
テ
ム

運
営
業
務

【
業
務
の
概
要
及
び
入
札
の
対
象
範
囲
】

　
 J
IP
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
R
IE
T
I-
T
ID
に
係
る
サ
ー
バ
の
保
守
・
管
理
、
デ
ー
タ

の
更
新
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
維
持
管
理
業
務

経
済
産
業
省

【
契
約
期
間
】

　
 平
成
2
6
年
4
月
か
ら
平
成
2
9
年
3
月
ま
で
の
3
年
間

【
契
約
期
間
】

　
 平
成
2
6
年
4
月
か
ら
平
成
2
8
年
3
月
ま
で
の
2
年
間

６
．
地
方
出
先
機
関
関
連
業
務

措
置
の
内
容
等

公
認
会
計
士
試
験

事
業

【
業
務
の
概
要
及
び
入
札
等
の
対
象
範
囲
】

　
 財
務
局
の
実
施
す
る
受
験
願
書
の
確
認
、
試
験
会
場
の
確
保
、
試
験
の
立

会
等
の
試
験
実
施
業
務

金
融
庁

財
務
省

【
契
約
期
間
】

　
 平
成
2
6
年
4
月
か
ら
平
成
2
9
年
8
月
ま
で
の
3
年
5
か
月
間

【
入
札
等
の
対
象
官
署
・
事
業
所
の
数
・
所
在
地
】

　
 関
東
財
務
局

４
．
調
達
関
連
業
務

措
置
の
内
容
等

防
衛
省
・
自
衛
隊
の

事
務
用
品
調
達
業

務

【
契
約
期
間
】

　
 平
成
2
6
年
5
月
か
ら
平
成
2
7
年
3
月
ま
で
の
1
1
か
月
間

　
 平
成
2
7
年
4
月
か
ら
平
成
2
8
年
3
月
ま
で
の
1
年
間

防
衛
省

【
入
札
等
の
対
象
機
関
等
】

　
 航
空
自
衛
隊
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（
独
）
情
報
処
理
推

進
機
構
の
情
報
処

理
技
術
者
試
験
事

業

【
業
務
の
概
要
及
び
入
札
の
対
象
範
囲
】

　
 試
験
会
場
の
確
保
、
会
場
責
任
者
等
の
確
保
及
び
試
験
運
営
業
務

経
済
産
業
省

【
契
約
期
間
】

　
 平
成
2
5
年
1
0
月
か
ら
平
成
2
8
年
1
2
月
ま
で
の
3
年
3
か
月
間

【
入
札
等
の
対
象
官
署
・
事
業
所
の
数
・
所
在
地
】

　
  
「
札
幌
試
験
地
」
（
北
海
道
）
、
「
仙
台
試
験
地
」
（
宮
城
県
）
、
「
東
京
及
び
八

王
子
試
験
地
」
（
東
京
都
）
、
「
埼
玉
、
千
葉
、
柏
、
横
浜
、
藤
沢
及
び
厚
木
試
験

地
」
（
埼
玉
県
、
千
葉
県
及
び
神
奈
川
県
）
、
「
名
古
屋
試
験
地
」
（
愛
知
県
）
、

「
滋
賀
、
京
都
、
大
阪
、
神
戸
、
奈
良
及
び
和
歌
山
試
験
地
」
（
滋
賀
県
、
京
都

府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
及
び
和
歌
山
県
）
、
　
「
広
島
試
験
地
」
（
広
島

県
）
、
「
高
松
試
験
地
」
（
香
川
県
）
、
「
福
岡
試
験
地
」
（
福
岡
県
）
、
「
那
覇
試
験

地
」
（
沖
縄
県
）
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